
ぐ

仁

直
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
(
前
二
年
以
内
の
各
連
結
事
業
年
度

等
に
お
い
て
当
該
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
(
前
三
項
又
は
第
六
十
六
条
の
八
第
八
項
か
ら
第
十

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
外
国
法
人
が
当
該
他
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当

等
の
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
配

当
等
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
じ
た
残
額
。
第
十
四
項
に
お
い
て

「
個
別
間
接
配
当
等
」

と
い
う
。
)

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

前
号
の
他
の
外
国
法
人
に
係
る
個
別
課
税
対
象
金
額
又
は
個
別
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
配
当
連
結
事
業
年
度
に

お
い
て
第
六
十
八
条
の
九
十
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
配
当
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算

上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
同
号
の
連
結
法
人
の
有
す
る
当
該
他
の
外
国
法
人
の
間
接
保
有
の
株
式

等
の
数
(
第
六
十
六
条
の
八
第
十
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
を
い
う
。

ロ
に
お
い
て
同

じ
。
)
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額

ロ

前
号
の
他
の
外
国
法
人
に
係
る
個
別
課
税
対
象
金
額
又
は
個
別
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
配
当
連
結
事
業
年
度
開

始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
各
連
結
事
業
年
度
(
以
下
こ
の
号
及
、
び
次
項
に
お
い
て

「
前
二
年
以
内
の
各
連
結

四
O 



悶
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事
業
年
波
」
と
い
う
。
〉
に
お

て
第
六
十
八
条
の
九
十
第
一
一
明
又
は
第
四
墳
の
湖
定
に
よ
り
前
一
一
年
以
内
の
各
溜

結
事
業
年
度
の
遮
結
所
得
の
金
額
の
計
算
上
益
金
の
綴
記
算
入
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
前
坊
の
組
織
法
人
の
占
有
す
る

当
銭
的
加
の
外
出
問
法
人
の
間
間
接
採
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
欄
〈
弟
二
年

て
持
号
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
部
悠
げ
の
翻
(
叫
…
町
一
一
璃
の
規
定
の
遊

以
内
の
各
連
結
事
業
年
度
比
お

用
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
外
出
掛
法
人
が
当
該
他
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
余
の
記
当
等
の
額
に
対
蕗
す

る
部
分
の
金
額
に
限
る
。

立
下
こ
の
号
に
お
い
て
詞
じ
。
〉
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
記
当
等
の
錨
樹
立

当
す
る
金
額
を
整
除
し
た
残
額
。
次
項
及
、
び
第
十
四
項
に
お
い
て

「
個
別
間
接
課
税
済
金
額
」
と
い
う
。
)

12 

連
結
法
人
が
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
規
定
す
る
外
国
法
人
か
ら
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
を
受
け
る
自
を
含
む
連
結

事
業
年
産
開
始
の

5
前
二
年
以
内
に
需
品
指
し
た
事
業
年
度
に
連
結
事
業
年
度
に
該
当
し
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
該
当
し
な
い
事
業
年
護
に
祭
る
間
接
課
税
撰
金
額
(
第
六
十
六
条
の
八
第
十
一
項
第
二
口
守
口
に
規
定
す
る
間
譲

諜
税
済
金
額
を
い
う
。
以
下
之
の
項
及
び
第
十
四
現
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
震
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、

そ
の
間
接
課
貌
諦
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
期
間
に
対
応
す
る
前
一
一
年
以
内
の
各
連
結
事
業
年
度
の
語
部
局
接

課
税
済
金
額
と
み
な
す
。。

句

げ. 

O 
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〔

仁

第
六
壌
及
、
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
八
嘆
か
ら
第
十
項
ま
で
及
、
び
第
十
一
環
(
詰
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
達
男
す

る
場
合
を
含
む
。
〉

の
規
定
そ
滴
一
掃
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
よ
織
に
掲
げ
る

媛
窓
中
部
畿
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

第
六
嘆

そ
れ
ぞ
れ
陣
表
の
下
繍
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

重
譲
保
有
の
株
式
等
の
数
の

第

現

耕
十
年
以
山
内
の
各
漉
粕
事
幾
年
擦
の

部
課
税
捺
金
額

第
六
十
六
条
の
八
第
十
一
一
棟
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数

(
以
下
と
の
項
に
お
い
て

「
間
譲
保
有

の
株
式
等
の
数
」
と
い
う
。
)

第
十
一
環

の

綿
一
一
年
以
内
の
各
漉
結
審
・
幾
年
議
等

〈
問
漠
第
一
号
に
規
定
す
る

一
一
年
以

内
の
各
連
結
事
業
年
度
等
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
寵
京
爵
接
記

当
等
(
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

問

O 
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次項 税務 ー 者し の 援定 第六

僻
刷
出
課
税
済
金
額
又
は
課
税
務
金
額

悩
別
間
接
配
当
等
若
し
く
は
留
別
間
接

課
税
構
金
額
又
は
関
議
寵
当
等
若
し
く

は
間
接
課
税
済
金
額問

。
五
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の
諜

税済金

客員

官十年官 〈

ラ開~ζζ ー
以内 第

護に事業 の 条第
を規 接罷
い定度年

L_  

/、

う。 する ( 配当 項

) 前条同等
の三 又
間年第十 は

接聾以内 ー 前

g 

" 

L 

等
(
部
門
条

議
一
一
年

内
の
各

一一周守口

事
業
年子

第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
銭
沼
環
中
吋
議
格
事
後
役
立
〈
以
下
こ
の
環
」
そ
「
瀦
格
現
物
分
問
〈
以
下
こ
の
壊
」
に
、

「
「
適
務
合
併
等
」
」
を
「
「
溜
務
総
織
再
編
成
」
い
に
、

コ
酬
や
後
設
立
法
人
か
ら
」
を
「
現
物
分
配
法
人
か
ち
」
に
、

「
有
す
る
特
定
外
因
子
会
社
等
」
を
「
有
す
る
外
国
法
人
」
に
、

該
遥
絡
組
織
再
編
成
が
残
余
需
産
の
全
蔀
の
分
配
で
あ
る
場
合
に
は
、 「

適
格
合
併
等
の
門
忠
を
「
適
格
組
織
再
編
成
の

き皆

そ
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌

E
)
」
に
、

「第

一
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、

「
掲
げ
る
連
絡
合
併
等
」
を
「
掲
げ
る
適
格
認
識
再
罷
戒
」
に
改
め
、
問
項
第
一
号
中
「
適
格

問
問
。
七



問
。
八

A 

併

当
該
適
格
合
併
」

を
「
適
格
合
併
又
は
適
格
現
物
分
配
(
連
絡
現
物
分
記
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
全
部
の
分
配

に
躍
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
適
格
合
併
等
」
と
い
う
。
)

当
誤
適
務
会
幹
等
」
に
改
め
、

「
被
合
併
法
人
」
の
下

に
「
又
は
現
物
分
配
法
人
」
を
加
え
、

「
合
併
前
十
年
内
事
業
年
度
(
適
格
合
併
討
の

を

「
合
併
等
前
十
年
内
事
業
年
度

(
遺
謡
合
併
等
の
告
(
当
該
適
格
合
併
等
が
残
余
財
産
の
全
部
の
分
証
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の

翌
日
)
」
に
改
め
、
同
項
第
ニ
号
を
削
り
、
問
項
第
一
一
一
号
中
「
適
格
分
社
担
分
謡
、
議
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立

(
以
下
こ
の
号
」
を

「
適
格
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
務
理
物
分
限
〈
適
格
現
物
分
艶
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
全

の
分
詑
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
、
び
次
項
い
に
、

「
適
格
分
社
型
分
翻
紘
一
サ
い
そ
「
選
総
分
額
等
い
に
、

「
挙
後
設
立
法

人
」
を
吋
審
物
分
説
法
人
〈
次
項
に
お
い
て
「
分
割
法
人
等
」
と
い
う
。
〉
」
に
、

人
い
に
改
め
、
諮
問
ヴ
後
期
現
第
…
…
号
と
し
、
附
墳
な
問
条
期
中
ハ
閣
と
し
、
関
条
議

「
特
宮
外
欝
吋
ナ
ム
獄
投
等
い
を
「
外
国
法

磯
山
ヤ
「
当
棋
連
結
法
人
に
探
る
特
定
外

調
子
会
社
等
い
を
「
第
一
嘆
か
ら
第
一
一
一
項
ま
で
に
規
定
す
る
外
闘
法
人
い
に
、

吋
第
六
十
六
条
の
八
第
一
一
一
現
第
一
‘
号
」

を

「
第
六
十
六
条
の
八
第
出
現
第
一
一
号
い
に
改
め
、
問
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
間
条
第
三
項
中
「
前
一
一
項
」
を

に
改
め
、
間
関
現
第
一
等
中
「
特
定
外
国
子
会
社
等
」
を
「
外
聞
法
人
」
に
、

早期一一一項」

「
で
連
結
法
人
」
を
「
又
泣
館
郡
部
分
謀
説
対

象
金
額
で
、
連
結
法
人
」
に
改
め
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
第
題
項
」
を
知
加
え
、

「
第
六
十
六
条

O 

。

C 
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の
八
第
三
明
第
一
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
八
擦
問
現
第
一
号
」
に
、

「
及
び
第
五
噴
」
を
つ
第
六
積
及
び
第
十
一
鳴
い

に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
特
定
外
国
子
会
社
等
」
を
「
外
閤
法
人
」
に
、

「
で
連
結
法
人
」
を
「
又
は
個
別
部
分
購
読
対

象
金
額
で
、
連
結
法
人
」
に
改
め
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
第
罷
項
」
を
加
え
、

「
第
一
要
又
詰

前
噴
前
段
」
を
吋
品
約
一
一
一
躍
ご
に
改
め
、
部
門
墳
を
開
条
第
四
演
と
し
、
部
門
条
講
一
一
項
の
次
に
次
の
一
墳
を
加
え
る
。

3 

連
締
法
人
が
外
題
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
〈
詩
人
税
法
第
八
十
一
条
の
一
一
一
第
一
墳
の
規
定
む
よ
り
問

項
に
規
定
す
る
留
郡
益
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
三
条
の
ニ
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
璃
に
お
い
て
問
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
割
当
等
の
額
の
う
ち
当
該
外
患
法
人
に

保
る
特
定
鱒
別
課
税
対
象
金
額
に
漣
ず
る
ま
で
の
金
額
は
、
当
該
議
結
法
人
の
各
連
続
事
禁
年
授
の
連
結
所
待
の
余
鎮
の

計
算
上
、
益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
こ
の
前
の
見
出
し
中
「
個
別
課
税
対
象
金
額
」
を
「
個
別
課
税
対
象
金
額
等
」
に
改
め
、
問
問
条

第
一
一
嶋
中
「
こ
の
壌
に
お
い
て
」
を
「
こ
の
寝
及
び
第
四
項
に
お
い
て
」
に
、

「
株
式
又
は
詣
資
を
間
接
に
い
を

「
株
式
等

〈
株
式
又
は
出
資
な
い
う
。
以
下
こ
の
瑛
及
び
鰐
四
項
に
お
い
て
出
向
じ
。
〉
そ
問
機
応
」
に
、

「
第
七
聴
い
な
「
第
八
璃
」

4

」
、

「
も
の
(
以
下
こ
の
款
」
を
「
も
の

〈
以
下
と
の
条
及
び
次
条
」

伊
」
、

叶
株
式
又
時
出
資
の
」

を
「
株
式
等
の
詩
求
権

四

O
九



問問…。

(
い
に
、

尋
問
氷
権
」
そ
「
購
求
権
を
い
う
。
策
協
璃
に
お
い
て
問
じ
。
〉
い
に
改
め
、

開
条
筋
一
一
一
環
を
削
り
、
時
条
第
閥

現
中
「
及
が
前
噴
い
そ
削
り
、

「
問
棋
に
規
定
す
る
特
認
外
閣
法
人
が
い
を
「
特
定
外
閣
法
人
〈
特
窓
事
態
別
(
第
六
十
六
条

の
ふ
ハ
第
一
一
一
績
に
規
定
す
る
特
定
事
識
を
い
う
。
次
璃
に
お
い
て
隅
じ
。
)
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
を
除
く
。
)
が
、
」

「
固
定
施
設
を
有
す
る
い
を
「
そ
の
主
た
る
事
業
務
}
行
う
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
務
所
、
産
議
、
工
場
そ
の
他
の
固

伊
句
、i

 
定
施
設
を
有
し
、

そ
の
事
業
の
管
理
、
支
記
及
び
運
営
を
自
ら
行
っ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
何
事
第
二
号
中
「
第
六
十

六
条
の
六
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
六
第
一
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
田
内
条
第
三
一
項
と
し
、
開
項
の
次
に

か
つ
、

次
の
一
項
を
加
え
る
。

4 

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
に
保
る
静
定
外
開
法
人
が
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
円
以
後
に
附
開
始
す
る
各
事
業

年
度
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
一
墳
の
規
定
を
適
用
し
な
い
適
用
対
象
金
額
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
潜
該
各

事
業
年
捜
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
〈
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
溺
議
特
定
外
関
法
人
が

行
う
事
業
〈
特
定
事
業
そ
除
く
。
〉
の
性
殺
上
品
縦
一
獲
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
業
務
か
ら
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
と

の
鳴
に
お
い
て

「
特
定
所
得
の
金
額
い
と
い
う
。
)
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
各
事
業
年
度
の
特
定
所
得
の
金
額
の
合
計

額
〈
次
項
に
お
い
て

「
部
分
繍
用
対
象
金
額
」
と

う
。
)

の
う
ち
当
該
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
の
有
す
る

O 

Tる. 

O 



c 

に

当
該
特
定
外
国
法
人
の
直
接
及
び
間
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
株
式
等
の
請
求
権
の
内
容
を

勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
(
当
該
金
額
が
当
該
各
事
業
年
度
に
係
る
個
別
課
税
対
象
金
額

に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
相
当
す
る
金
額
。
次
条
及
び
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
四
に
お
い
て

「
個
別

部
分
課
税
対
象
金
額
」
と
い
う
。
)
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
の
収
益
の
額
と
み

な
し
て
当
該
各
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
す
る
日
を
含
む
当
該
連
結
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
連

結
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
に
算
入
す
る
。

一
第
六
十
六
条
の
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
(
当
該
特
定
外
国
法
人
の
有
す
る
他
の
法
人
の

株
式
等
の
数
又
は
金
額
の
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
総
数
又
は
総
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
に
満
た
な
い
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
(
第
四
号
に
お
い
て

「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
)

か
ら
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
合
計
額
か
ら
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額

又
は
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し

た
残
額

債
券
の
利
子
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
利
子
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
利
子

四



四

~
の
額
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額

債
券
の
償
還
金
額
(
買
入
消
却
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
買
入
金
額
)
が
そ
の
取
得
価
額
を
超
え
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
差
益
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
差
益
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
又
は
当
該
差
益

の
額
に
係
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額

四

特
定
法
人
の
株
式
等
の
譲
渡
(
第
六
十
六
条
の
六
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
)
に
よ
る
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
株
式
等
の
取
得
価
額
及
、
び
当
該
対
価
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た

費
用
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

五

債
券
の
譲
渡
に
よ
る
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
債
券
の
取
得
価
額
及
び
当
該
対
価
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要

し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

一」

/¥ 

特
許
権
等
(
第
六
十
六
条
の
六
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
特
許
権
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
使
用
料
(
当
該
特
定
外
国
法
人
が
自
ら
行
っ
た
研
究
開
発
の
成
果
に
係
る
特
許
権
等
の
使
用
料
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
合
計
額
か
ら
当
該
使
用
料
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用

の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

O 

。

• 
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七

船
舶
又
は
航
空
機
の
貸
付
け
に
よ
る
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
対
価
の
額
を
得
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
の

額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
二
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
及
、
び
第
七

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
の
」
を

「
第
一
項
及
び
第
四
項
の
」
に
改
め
、

同
項

を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を

同
条
第
六
項
と
し
、

同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5 

前
項
の
規
定
は
、
特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
に
係
る
特
定
外
国
法
人
に
つ
き
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

実
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
外
国
法
人
の
そ
の
該
当
す
る
事
業
年
度
に
係
る
部
分
適
用
対
象
金
額
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

各
事
業
年
度
に
お
け
る
部
分
適
用
対
象
金
額
に
係
る
収
入
金
額
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

各
事
業
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
所
得
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
の
う
ち
に
当
該
各
事
業

年
度
に
お
け
る
部
分
適
用
対
象
金
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
以
下
で
あ
る
と
と
。

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
三
第
一
項
中
「
連
結
法
人
が
前
条
第
一
項
」
を
「
連
結
法
人
が
、
前
条
第
一
項
又
は
第
四
項
」

四
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m 

ゆ
」
、

ー

「
の
う
ち
当
該
」
晶
化
「
の
う
ち
、
当
該
」
に
、

「
金
額
は
い
を
「
金
額
又
は
当
該
特
詑
外
罷
法
人
の
儲
別
部
分
課
税
対

象
金
額
に
対
ん
め
す
る
も
の
〈
当
絞
殺
到
部
分
課
税
対
象
金
額
に
相
当
す
る
金
額
晶
化
限
度
と
す
る
。
)
と
し
て
政
令
で
溜
め
る

と
と
ろ
に
よ
り
…
計
算
し
た
金
額
は
」
に
、

「
〈
特
斑
外
調
法
人
の
個
別
機
税
対
象
金
額
」
を
「
〈
特
意
外
部
法
人
の
綴
加
藤

税
対
象
金
額
等
」
に
、

「
的
課
教
対
象
金
額
」
を
「
の
課
税
対
象
金
額
等
い
に
彼
め
、
問
条
第
一
一
磯
中
「
山
内
部
法
人
が
い
を

「
内
国
法
人
が
、
」
に
、

「
当
該
山
内
調
法
人
」
を
寸
刻
核
内
同
法
人
」
に
改
め
、

「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
特
定
外

圏
法
人
の
開
条
第

項
に
環
定
す
る
部
分
課
税
対
象
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
き
再
現
の
規
定
の
遊
間
出
を
剖
焚
け
た
場
合
い

を、

「
当
該
課
税
対
象
金
額
」
の
下
に
「
又
は
当
該
部
分
課
税
対
象
金
額
」
を
、

「
額
別
諜
説
対
象
金
額
」
の
下
記
「
又
は

組
別
部
分
譲
韓
対
象
金
額
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
連
結
法
人
が
」
を
「
連
結
法
人
が
、
」
に
改
め
、

「
場
合
」
の
下

に
「
又
は
百
円
条
第

項
の
規
定
の
遠
足
に
採
る
特
定
外
国
法
人
の
個
別
部
分
課
税
対
象
金
譲
に
語
当
す
る
金
額
に
つ
き
問
項

の
規
定
の
造
的
加
を
受
け
る
場
合
」
を
加
え
る
。

第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の
盟
第
一
項
中
叶
当
該
連
結
法
人
に
係
る
特
定
外
国
法
人
」
を
「
外
部
凶
法
人
」
に
、

「
第
四
項
ま

で
い
を
「
こ
の
条
」
に
、

31法
政
特
定
外
国
法
人
」
を
「
w
d
核
外
国
法
人
」
に
改
め
、
開
条
第

a

一
壌
中
「
主
該
連
絡
法
人
に

係
る
特
定
外
部
法
人
」
を
「
外
協
法
人
」
応
、

「
当
該
特
定
外
罰
法
人
」
を
「
当
該
外
欝
法
人
」
に
、

ご
い
の
璃
及
び
次

O 

d弘

' 

-. 
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項
」
を
「
第
三
項
ま
で
」

に
改
め
、

「
「
次
項
」

の
下
に
「
及
び
第
三
項
目
」
を
加
え
、

「
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
額

に
」
を
「
、
こ
の
項
前
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
」

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
項
前
段

の
」
を
「
第
二
項
前
段
文
は
第
八
項
前
段
の
」

-
7

」
、

「
益
金
不
算
入
)
」
を
「
配
当
等
の
益
金
不
算
入
)
」
に
改
め
、

「第

六
十
八
条
の
九
十
三
の
四
第
二
項
前
段
」

の
下
に
「
文
は
第
八
項
前
段
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、

同
条
第

六
項
中
「
第
一
項
」

の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
文
は
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と

し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」

を
「
第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
項
、
第
七

項
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
」

に
改
め
、

「
第
三
項
ま
で
」

の
下
に
「
及
び
第
四
項
(
前
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
」
を
加
え
、

同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
項

連
結
法
人
が
適
格
合
併

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
二
第
二
項
第

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
殊
関
係

二
号
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
内
国
法
人

内
国
法
人
」

と
い
う
。
)

に
係
る
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
株
主
等

四
一
五



第E
号十

八
条
の
九
十

議
六
項

O 

に
よ
り
被
合
併
法
人

削
間
二
ハ

〈
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
殊
関
係

株
主
等
」
と
い
う
。
)

…
人
が
適
格
命
併

で
あ
る
連
結
法

に
よ
り
当
該
特
殊
関
係
内
開
法
人
に
保

11l 

思|突(入品
課 1+1 殊
税;八;関
済;条|係
金!の|株
額 l九|主

自lE |き
項 ; の ; ぁ
寵 ;盟 ;る
二;第!被
号 | 四 | 合
に 項 | 併
規法

マ
〈
は
盤
側
貌
済
金
額

定
ず
る
刺
繍
制
課
税
済
金
額
を
い
う
。
以

下
第
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
)

と
み
な
す

γ
〈
は
操
税
済
金
額
〈
第
六
十
六
条
の
九
…

の
閉
山
第
西
項
第
二
号
己
規
定
す
る
課
税
一

O 
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ム

0) /¥ 

十
ム

/¥ 
ームー・ 第/¥ 

条 一
の 項
八
第
ム

/、

項

第 の i湾 第 る 条 お 第 第
消金
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一」

第 の しユ -'- ゅふ繍
お/¥ /、、 /¥ 

F持 十 第 十 -'-
九て 十 十 しミ 議/、

<t ふ ム

八 十 む 準 八 /ふ、繍 て を/¥ /¥ 

る 条 項 条
日ム“ー

題 用 条 条
同じ

しミ/¥ 

第 。〉 の条 第 す の 0) つ
叩/ふ、峨 九 お

十九 八の
ム

る 九 九
。 。

/、

十 の い 項 前 十 の
、輸4〆

以下第十
iふ、ω 部 て 第 Z雲
条 錨 準 の

ム

お 又 の 第/¥ 

の /、 用 問 項 しユ iま 四
八 1資 す 第 て 第 第 現 i双
第 る 問 準

-'- -'-

現ま
/¥ /¥ 

ω/ふ¥繍 お 問日 項 用 十 項
現 しユ 項 0) す

ー」
wヴ

/¥ 



議第
/、

j十
八
条
{の
九

第
十
四

カ

第
六
十
八
糸
川
の
九
士
一
第
十
五
五

演

四

八

現 6 一 ら一 条第

第卜・ ぬ噴〉 策十 現か 四

環 ら
鳴* 第ら 第璃

* 第で で一
の 壊 1調 号

支窓黒 3と 5と

の 教 及び

第 第
〆八 八
;畷 ;項

を 問 問
第ら 鱗六

り 第 第
第ノシ守交、 条第

第六
」ー

/¥ 

十 一十 十
7ふ¥繍

現ま 八条
現八 --'-

/¥ 

項 現 ま 条 条
カユ で の での の
ら お の 九 九 九
第 しミ 支定見 十 1- の

一 て 二四
一
項 宇和 の の の 第
ま

用ずる
部 罷 四

で 第 第
第項

の

規定 話場
議 項
カ込 カミ 7乞7コ

同第か一前第カミ

第
六
ト
八
条
の

一
ニ
の
四
期
瓦
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
関
門
衰
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

7 

特
殊
欝
捺
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
が
外
国
法
人

条
の
一
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
問
問
項
に
規
定

〈
法
人
税
法
第
八
十

ず
る
強
制
約
接
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
関
誌
第

一
一
…
条
の
一
一
端

現
に
規
定
す
る
外
閤
子
会
社
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。

以
下
こ
の
墳
に
お
い
て
問
じ
。
〉

当
該
剰
余
金
の

か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

底
辺
一
等
の
鱗
(
第
一
環
の
規
定
の
璃
用
を
受
け
る
部
分
の
金
織
を
除
く
。
〉

O 

の
う
ち
当
鱗
外
部
法
人
に
鋳
る
鰐
織
特
定
鱒

‘ . 

。



ゐ

" 

ζ 

別
関
税
対
象
金
額
に
議
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
当
該
謀
総
法
人
の
各
漉
給
事
業
年
度
の
連
結
一
納
得
の
金
綴
の
計
算
上
、
議

金
一
の
額
に
算
入
し
な
い
。

8 

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
が
外
器
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
〈
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
一
ニ

第
一
一
培
円
の
規
定
に
よ
り
興
項
に
規
定
す
る
密
部
益
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
開
法
第
一
一

三
条
の
二
第
一
環
の
鱗

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
罷
る
。
円
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
穀
余
金
の
配
当
等
の
額

(
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
)

の
う
ち
当
該
外
雷
法
人
に
係
る
間
接
詩
定
鱈
民
課
税
対
象

金
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
に
つ
い
て
の
開
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
需
要
に
規
定
す
る
倍
民
益
金
額

を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
湾
法
第

一
一
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
関
寝
中
「
以
下
第
三
項
ま
で

に
お
い
て
副
村
余
金
の
寵
当
等
の
観
い
と
い
う
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
副
総
当
等
の
額
か
ら
当
該
剰
余
金

の
配
溜
等
の
鱗
に
鋳
る
繋
摺
の
額
に
端
部
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
…
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た

金
額
い
と
あ
る
の
は
、

吋
次
瑛
及
び
第
一
一
一
機
に
お
い
て
吋
剰
余
金
の
閣
当
相
対
の
麟
い
と
い
う
。
)
」
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
の
璃
諮
段
の
璃
窓
の
瀧
贈
を
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
織
に
係
る
郎
内
法
第
八
十
一
条
の
一
…
…
燦
…
壊
の
規

定
に
よ
り
詞
項
に
規
定
す
る
留
知
識
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
向
法
第
一
一
一
十
九
条
の
一
一
に
規
窓
ず
る
外
問
調
泉
税

間

九



m 

O 

等
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

号

持
殊
出
向
捺
株
主
等
で
あ
る
連
結
法
人
が
外
罷
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
(
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
三

第
二
棋
の
規
定
に
よ
り
問
項
に
揖
定
ず
る
鐘
別
益
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
一
一
一
条
の
一
…
第
二
寝
の
規

認
の
瀦
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
現
に
お
い
て
問
じ
。
〉
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
齢
剰
余
金
の
配
当
等
の
額

(
第
一
一
一
璃
の
規
定
の
滴
附
川
を
受
け
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
)

の
う
ち
当
該
外
鎖
法
人
に
探
る
問
機
特
定
個
別
様
税
対
象

金
額
に
壊
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
出
接
連
続
法
人
の
各
連
結
事
業
年
度
の
議
結
熊
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
に
霧

入
し
な
い
。

三
項
に
規
定
す
る
間
接
特
定
額
則
的
諜
税
対
象
金
額
と
は
、
次
に
掲
、
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
い

ヤつ。

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
連
絡
法
人
が
外
接
法
人
か
ら
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
を
受
け
る
日
を
合
む
当
該
連
結
法
人

の
謹
結
事
業
年
度
〈
以
下
こ
の
離
に
お
い
て

「
凱
当
漉
結
事
業
年
捜
い
と
り
つ
。
〉
開
始
の
日
前
一
一
年
以
内
に
開
始
じ

た
各
鷺
結
事
業
年
牒
又
は
各
事
業
年
度
〈
以
下
こ
の
同
行
に
お
い
て
「
前
一
一
年
以
内
の
各
溜
結
事
業
年
度
枕
一
ど
と
い

つ。
、柏戸"

の
う
ち
最
も
古
い
連
結
事
業
年
震
又
は
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
寵
兆
円
一
連
結
事
業
年
度
終
了
の

H
ま
で
の

O 

‘拶

-
b 

O 



了、

記
お
い
て
、
当
骸
外
題
故
人
が
他
の
外
題
法
人
か
ら
受
け
た
擬
余
金
の
配
当
等
の
穣
〈
当
該
他
の
外
盟
諸
人
の
第
六
十

現
又
は
第
六
十
六
条
の
九
の
一
一
第
一
明
細
川
脅
し
く
は
第
四
壊
の
規
定
の
協
関

八
条
の
九
十
三
の
二
第
一
明
若
し
く
は
欝

に
祭
る
事
業
年
度
間
開
始
の

E
前
に
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
〉

の
う
ち
、

当
該
議
結
法
人
の
有
す
る
当
該
外
国
法
人
の
直
接
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め

る
金
額
〈
前
二
年
以
内
の
各
連
絡
事
灘
年
議
等
に
お
い
て
出
該
外
爵
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
鶴
〈
前
一
一
一

項
又
は
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
七
嘆
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
金
頭
の
う
ち
、
当
該
外
国
法
人
が

当
競
飽
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

出

向

じ

α

〉
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
等
の
識
に
稲
山
判
ず
る
金
額
晶
化
控
除
し
た
残
額
〉

次
に
掲
げ
る
金
譲
の
合
計
額

イ

諮
問
守
の
他
の
外
出
法
人
に
保
る
鑓
部
課
税
対
象
金
額
文
は
倍
別
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
担
当
連
結
事
業
年
度
に
-

お
い
て
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
一
一
第
一
、
現
又
は
第
四
壌
の
規
定
に
よ
り
配
当
漣
踏
家
灘
年
諜
の
漣
絡
所
得
の
金
額

の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
問
問
号
の
連
結
法
人
の
有
す
る
当
該
他
の
外
盟
諸
人
の
間
接
保
有

の
株
式
等
の
数
(
第
六
十
六
条
の
八
第
十
一
項
第
一
一
号
イ
に
規
定
す
る
隣
接
保
有
の
株
式
等
の
数
を
い
う
。

ロ
に
お

草書



開

い
で
同
じ
。
〉
に
対
ん
め
す
る
部
分
の
金
織
と
し
て
欽
令
で
窓
め
る
金
額

ロ

前
回
行
の
他
の
外
底
法
人
に
係
る
個
別
課
税
対
象
金
額
又
は
闘
別
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
配
当
連
結
事
業
年
長
需

始
の
日
前
二
年
以
内
に
爵
姑
し
た
各
連
結
事
業
年
喪
(
以
下
こ
の
号
及
び
次
嘆
に
お
い
て

「
前
二
年
以
市
内
の
各
達
結

事
業
年
度
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
二
第
一
明
又
は
第

項
の
親
定
に
よ
り
前
年
一
年
以
舟

の
得
連
結
事
業
年
度
の
逮
給
所
持
の
金
額
の
計
算
上
益
金
の
畿
に
算
入
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
前
坊
の
連
絡
法
人
の

有
す
る
当
校
他
の
外
開
法
人
の
問
機
保
有
の
株
式
等
の
数
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額

公
開
一
年
以
内
の
各
連
結
事
業
年
農
に
お
い
て
間
口
げ
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
謝
料
余
金
の
配
当
等
の
額
(
前
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
外
冨
法
人
が
当
該
他
の
外
国
法
人
か
ら
受
け
た
剰
余
金
の
担
当
等
の
額

に
対
応
す
る
部
分
の
金
制
棋
に
罷
る
。
以
下
こ
の
吟
に
お
い
て
陪
じ
。
〉
が
あ
る
場
合
む
は
、
当
骸
剰
余
金
の
配
当
等

の
額
に
州
制
潟
す
る
会
献
慨
を
諮
総
し
た
残
額
。
次
棋
に
お
い
て
お
側
別
問
機
課
税
務
金
額
」
と
い
う
。
〉

11 

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
逮
締
法
人
が
第
七
項
か
ら
欝
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
外
器
法
人
か
ら
鞘
余
金
の
配
当
等
の
額

を
受
け
る

5
を
含
む
連
結
事
業
年
度
開
始
の
目
前
二
年
以
拘
に
関
拾
し
た
事
業
年
度
に
連
結
事
業
年
度
に
該
当
し
な
い
も

の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
該
当
し
な
い
事
業
年
度
に
係
る
需
接
課
税
済
金
額
(
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
十
項
第

O 

司，. 

O 
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仁

一
一
号
口
に
規
定
す
る
間
接
畿
税
務
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
壌
に
お

て
同
じ
。
)
が
あ
る
と
き
は
、
能
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
接
課
税
掛
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
鱒
熊
に
対
応
す
る
前
ニ
年
以
内
の
各
選
結
事
業
年
疫
の

欄
別
間
接
課
税
務
金
額
と
み
な
す
。

第
六
十
八
条
の
九
十
二
第
六
壊
、
第
七
明
、
第
十
四
項
及
び
第
十
査
壊
の
規
定
は
、
第
七
叩
明
か
ら
第
九
壊
ま
で
及
び
第

12 
十
項
(
前
理
の
窺
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
懇
爵
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
捕
に
掲
げ
る
規
定
中
間
同
表
の
中
穣
に
掲
叩
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
河
表
の
下
壊
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
九
十
ニ
第
六
瑛

連
締
法
人
が
適
格
合
併

第
六
十
八
条
の
九
十
三
の
ニ
第
二
礎
第

〈
以
下
こ
の
壊
に
お
い
て
ぷ
付
縁
側
側
部

一
一
号
に
規
定
す
る
特
殊
鰭
捺
山
内
器
法
人

内
閣
法
人
い
と
い
う
。
〉
に
議
る
開
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
保
株
主
等

(
以
下
乙
の
項
、
に
お
い
て

「
持
殊
回
出
係

空豆
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，8IJ 前 第 直
課 十 四 接 よ
税 年 項

有保
り

済 以 被
金 内 の i口L 

額 の 株 併
各 式 法
連 等 人

事結業
の
数
の

年
度
の
個

内 ( 前 第 の ( 第 人 る 人 株

O 

の 同
ー」

株等式
以 規

ー」

特殊関
よ が 主/、 /、

各 項 年 十 下 定 十 り 適 等
連 第 八

v す
ー」

当 格以 '-ー /、

事結業
内 条 の の る 条 係

特殊該

iロL と
号 の の 数 項

接間
の 株 併 しミ

各 九 八 玉 つ
年

規定
十 と お 保有 l 第十 等 関

。

度等
連 しミ しミ で 係

) 

す 高吉 の つ て の あ 内 で
を る 事 四

。

株式
項 る 国 あ

業
「

しミ 前 第十
) 

接間
第 被 法 る

つ 年 の 等 メ口L 人 連

四

四

o 
年 度 項

保有
の 号 併 結

次 以 等 数 イ 法 係 法



仁

， 

、

〈

墳
に
お
い
て
関
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